
南海トラフ地震発生時の
応援職員派遣に係るアクション
プラン策定のためのWG（第４回）

新潟県説明資料
～災害対応業務の標準化・「チームにいがた」の取組～

令和５年１１月２０日（月）
新潟県防災局防災企画課

資料１
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１ 災害対応業務の標準化
－積極的な被災自治体業務への支援とその準備－

２ 「チームにいがた」相互応援協定
－県と市町村一体となった応援体制－

３ 活動内容（R4.8月新潟県北部豪雨）
－昨年度の現地での「チームにいがた」活動状況－
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（１）背景（被災の経験）

○ 平成16年 新潟県中越地震、7.13新潟豪雨
○ 平成19年 新潟県中越沖地震
○ 平成23年 東日本大震災での支援活動、避難の受入れ

■たび重なった大規模災害の経験

■災害時に被災自治体が直面する課題
① 業務量が膨大となり、被災市町村のマンパワーの限界を超える
② 発災時に何を行えばよいか分からない

－ 業務の内容、作業手順、所要時間、必要人員等が見えない
－ 既存のマニュアルが抽象的、実態を踏まえておらず実効性に乏しい

③ 業務の全体像が見えないため手戻りが発生
④ 他の自治体からの応援職員を的確に活用できない
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【柏崎市における建物被害認定調査・外観目視における実施主体】

７月(1281） ８月(1409）

7月17日～8月10日 25日間

のべ2,690名中
（柏崎市職員588名、応援職員2,102名）

【中越沖地震における建物被害認定調査・外観目視における実施主体】 【中越沖地震における柏崎市への応援職員数】

職員派遣実績
（H19.7.16～12.31 延べ人数）

※新潟県人事課・市町村課調整分のみ

現地本部, 156 

物資班, 

1,097 

避難所, 3,632 

仮設住宅窓口, 160 

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ窓口, 40 

一時避難窓口, 8 

家財一時預かり

窓口, 15ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ管理, 28

建物被害認定

調査, 7,238

生活再建制度相談

窓口, 121

被災住宅応急修理

制度窓口, 76

罹災証明発行

窓口, 211

土木, 1,194 

派遣職員 合計13,976名

【派遣元内訳】
県 4,370
他市町村 1,828
他県 1,040

被災者生活再建支援業務への応援

延べ7,646名（54.7%）

【中越沖地震における柏崎市への応援職員数】
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（２）業務標準化の必要性

生活再建支援業務を「標準化」する

●業務量が膨大となり、被災市町村のマンパワーの限界を超える
●発災時に何を行えばよいか分からない
●業務の全体像が見えないため手戻りが発生
●受援が必須となるが、応援職員を的確に活用できない

災害時に被災自治体が直面する課題

■取組１：ノウハウの整理 ―業務のガイドラインの整理―
⇒災害対応経験のある県・市町村職員による、

ワーキングチームを設置し、過去の災害の振り返りと業務の手順を検討
■取組２：業務の体制づくり ―システムツールの導入と応援体制の整備―

⇒県と市町村による協議会を立ちあげ、業務効率化のためのシステムツール
の導入と応援体制の枠組み作りを検討

■取組３：経験値の蓄積
⇒県外の被災地へ積極的に支援に出向き、業務の経験値を蓄積

標準化に向けた３つの取組

※標準化とは？
一定のメンバーの合意を得て

規格（仕様書）を制定し、当該
規格を普及する行為。
（経済産業省）
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（３）-標準化①- ノウハウの整理（ガイドライン作成）
◯ 県と市町村との合同ワーキングチームにより、ガイドラインを策定。
◯ 生活再建支援業務全体の標準化の観点から、被害認定調査や罹災証明書交付業務に係る
業務フロー等を整理。

◯ 中越地震や中越沖地震等の対応の際に、県内自治体が苦慮した体験などの事例も併せて
盛り込んでいる。

https://www.p
ref.niigata.lg.jp
/sec/bosaikika
ku/135684346
8893.html
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（４）-標準化②- システムツールの導入

大規模災害時における被災者支援を適切
かつ漏れなく行うとともに、応援・受援双
方の職員負担軽減等を図るために県と24市
町村で共同導入。

・ 生活再建支援業務の各ステップを
一元的にマネジメント管理。

・ タブレット端末等を用いた被害認定
調査のデジタル化。

・ 地図情報の結合による罹災証発行。

⇒業務の確実性・効率性が大きく向上。
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被災者生活再建支援システム（平成29年）

で
き
る
こ
と
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○ 「チームにいがた」を含めて、これまで11の被災地支援を実施。
○ 蓄積してきたノウハウと市町村との連携体制により、スピーディな被害認定調

査・罹災証明書の交付により、迅速な被災者支援を実現。
○ 年々、市町村の意識も高まり、より大きな規模で活動できている。

実施年 災 害 応援先 業 務 参加団体等
平成25年 台風18号 京都府

福知山市
家屋被害認定調査 ３市６名、県２名

平成26年 豪雨被害 京都府
福知山市

家屋被害認定調査事務局支援等 ８市13名、県２名

平成28年 熊本地震 熊本県
県内市町村

被災者生活再建支援全般 ９市54名、県41名

平成30年 西日本豪雨 岡山県
倉敷市

家屋被害認定調査 15市町31名、県８名

〃 北海道胆振東部
地震

北海道
安平町

被災者生活再建支援全般 22市町81名、県19名

令和元年 山形県沖地震 新潟県
村上市

家屋被害認定調査、罹災証明書交付 16市町村16名、県４名

〃 台風19号
（令和元年東日本台風）

福島県
郡山市

家屋被害認定調査、罹災証明書交付 27市町村81名、県15名

令和４年 福島県沖地震 福島県
新地町

家屋被害認定調査 24市町村111名、県28名

〃 令和４年８月
豪雨

新潟県
村上市・関川村

家屋被害認定調査、罹災証明書交付、
避難所運営

24市町村276名、県15名、
県外（福島県）15名

令和５年 ７月15日から
の豪雨被害

秋田県
秋田市

家屋被害認定調査 ４市12名、県6名

（５）-標準化③- 経験値の蓄積とノウハウ継承
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参考：新潟県の広域応援協定

ブロック単位

＜全国知事会（北海道・東北８道県協定）＞
【カバーブロック】

北海道・東北ブロック ⇔ 関東ブロック

【ブロック内】
＜カバー県＞

新潟県 ⇔ 福島県

＜群馬・埼玉・新潟３県＞
「群馬県、埼玉県、新潟県の災害時相互応援及
び防災協力に関する協定」（H25.1月締結）

※連絡員派遣：震度６弱以上又は必要と認める場合

＜新潟・山梨・長野・静岡４県＞
「中央日本四県（新潟・山梨・長野・静岡）の
災害時の相互応援等に関する協定」（H27.8月
締結）

※連絡員派遣：必要と認める場合

県内災害（受援）
第１位：福島県
第２位：山形県
第３位：宮城県

県外災害（応援）
第１位：福島県
第２位：山形県
第３位：秋田県

個別協定

＜富山県＞
「災害時の相互応援に関する協定」（H7.8月締
結）

※連絡員派遣：必要と認める場合

＜石川県＞
「災害時等の相互応援に関する協定」（H8.1月
締結→H26.3月再締結）

※連絡員派遣：必要と認める場合

＜山形県＞
「防災上の連携・協力に関する協定」（H18.2
月締結）

※北海道・東北ブロック協定の平時の連携に関する協
定

＜兵庫県＞
「防災協力及び災害時相互応援に関する協定」
（H17.10月締結）

※連絡員派遣：必要と認める場合


ๆ



ๆ
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１ 災害対応業務の標準化
－積極的な被災自治体業務への支援とその準備－

２ 「チームにいがた」相互応援協定
－県と市町村一体となった応援体制－

３ 活動内容（R4.8月新潟県北部豪雨）
－昨年度の現地での「チームにいがた」活動状況－
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（１）「チームにいがた」による相互応援協定
◯ 県と県内30市町村で、大規模災害時における県内自治体間の相互応援体制を構築すると

ともに、県内外の被災自治体への人的応援に係る調整手続等を明確に定め、被災自治体へ
の迅速な応援を実現することを目的に、H31年３月に相互協定を締結。

（趣旨）
◯ 県と市町村が「チームにいがた」として連携して被災市町村への人的支援を行う。
◯ 応急対策職員派遣制度（対口支援）に基づく県外応援にも適用

（応援対象業務）
◯ 県内支援 原則として、他の仕組み（DMAT、他協定等）が対象としない業務

（避難所運営、住家被害認定調査、罹災証明書発行等）のうち、被災市町村が必
要とする業務

◯ 対口支援 国要綱に基づく調整により応援が必要とされた業務

（応援期間）
◯ 短期（発災日から１月程度）を原則とする

（県の役割）
◯ 先遣隊等の派遣、情報収集、応援調整等

（市町村の役割）
◯ 応援要請等があった場合は、応援への参加を検討する

（経費負担）
◯ 県内応援：応援側負担（救助法に基づき求償できる費用を除く。）
◯ 県外応援：国要綱又は個別協定等の規定による

★★★★★
★★★★★

協定のポイント
※県・市町村は協定締結以前から「チームにいがた」として被災地支援を実施。

910
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参考：県の役割（先遣隊による応援体制の見極め）

他県応援（対口支援）

災害発生 おおよその被害棟数の把握

県内応援（「チームにいがた」）
庁内職員

担当課職員のみ

被害：少ない被害：多い被害：極めて多い

速やかに実施
大規模災害時の推奨方法

被害：極めて少ない

（
業
務
体
制
の
規
模
）

■被害の「多少」の見極めの視点
大規模災害の場合、発災から１か月以内に調査を終えるよう計画する。
調査班は、１班当たり３人を原則。 1班当たりの1日の調査可能件数は30棟※を目安。
例：被害棟数1万件の場合 必要班数（＝10000件÷30日÷30件）×３人
＝ 33.3人／日 ⇒「自分たち（担当課や庁内）だけで絶対に対応できるか？」

◎担当課は調査員に加えマネジメント要員も別途必要。

※市街地における河川氾濫の場合

10
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資料１（新潟県）



（２）「チームにいがた」災害対応業務研修

• 罹災証明書交付業務の実務手順
を学ぶ演習。

• 生活再建支援システムを使い、
罹災証明書交付業務の応用事例
を学習。

• 実際の交付窓口における被災者
とのやりとりをケーススタディ
（ＧＷ）により学び、実務直結
のノウハウを習得、共有。

• 生活再建支援業務の全体像を理
解するとともに、業務の核とな
る罹災証明書交付訓練を実施。

• 市町村は、受講元で、システム
端末で訓練を実施することで、
研修用に用意するデモ端末の数
に制約されることなく、受講者
全員がシステム操作を経験でき
る環境を実現した。

• 地震・水害の一次調査に関する
講義・調査演習。

• 演習は、住家模型を画面上に中
継し、受講者は画面越しに被害
認定調査に挑戦。

• 模型は数パターンの被害を演習
できる組み立て型キットを富山
大学の協力により制作し、受講
市町村へ配付。

○ 市町村の業務リテラシーの向上と円滑な応援・受援の観点から業務に関する知見を互い
に共有・共通認識化することを目的に、「チームにいがた」災害対応業務研修を企画。

○ オンライン研修にすることでより多くの職員が参加しやすくなった他、システム操作訓
練は、市町村に配備した実機を使用することで災害対応の環境整備にも寄与。

①基礎編（業務の全体像と罹災証明書の基礎） ②被害認定調査編 ③罹災証明書編

11
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（３）被災地における業務研修（事例：R4.8月豪雨）

○ 応援活動初日は集合式として、
「チームにいがた」の結束を固め
つつ、現地研修として研究者を講
師に調査の趣旨、手順、浸水深の
計測方法等を説明。

○ 現地研修は、調査員間の調査レ
ベルの統一を図り、災害における
被害の状況等を共有するもの。そ
のため、調査員交代の都度実施し、
全調査員の受講を必須としている。
※計３回実施

関川村長、村上市長あいさつ
水害の被害認定調査の方法
実際の現場状況を踏まえた調査手順
班の役割分担の決定
担当調査地区の現地確認
班単位で調査計画の検討（作戦会議）

R4.8/10 現地研修会プログラム構成

1213
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１ チームにいがた協定（経緯・内容）
－県と市町村一体となった応援体制－

２ 災害対応業務の標準化
－積極的な被災自治体業務への支援とその準備－

３ 活動内容（R4.8月新潟県北部豪雨）
－昨年度の現地での活動報告－
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（１）令和４年８月３日からの大雨災害に係る被害状況

図出典：気象庁

1415
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（２）新潟県（防災局）における課題と対応方針

これまで

業務マネジメントは、県防災局が学識者の協力の下で
一手に担当していた。

県外への災害支援が中心であったため、「チームにい
がた」の能力（ノウハウ・マンパワー）の全部を対口支
援先である一つの被災地に投入することができた。

県内複数市町村が同時被災したため、支援の分散化が必要であった。
特に、県防災局職員の人数は限られていたため、現地におけるマネジメ

ント業務をどのように行うかが課題であった。
（県は、県庁災対本部における業務への対応も必要）

マネジメントチームに経験豊富な市町村職員が参画し、業務の企画立案を担当
被災市町村間において「調整会議」を設け、ノウハウの共有を図りつつ、進捗状況を
確認し、足並みを揃えて進めていく

今回

1516
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（３）活動実績（発災からのタイムライン）

被害認定調査支援（県・24市町村）
８月４日 ・村上市・関川村に大雨特別警報発表
８月４日 ・県リエゾンを両市・村に派遣

・県・村上市・関川村で情報共有会議
（⇒両市・村から応援要請の意向確認）
・対口支援を見据え、福島県へリエゾン
派遣を依頼

８月６日 ・県・市町村のマネジメントチームが
現着。業務計画の立案を開始

８月８日 ・対口支援を要請（確保調整会議）
８月８日 ・「チームにいがた」参加職員へ調査

方針を説明（Web。以後、クールの度に実施）

８月10日 ・被害認定調査支援を開始
（合計３クールを編成し派遣）

８月17日 ・避難所運営支援を開始
８月20日 ・罹災証明書交付支援を開始

（合計４クールを編成し派遣）
８月22日 ・被災者生活再建支援法を適用
８月23日 ・被害認定調査支援活動を終了
８月31日 ・関川村における全支援活動が終了
９月４日 ・村上市における全支援活動が終了

村上市 関川村

派遣人数 121人 27人

調査住家棟数
（うち、準半壊以上）

2,320棟
（628棟）

969棟
（174棟）

〇派遣期間：８／10～８／23

罹災証明書交付支援（24市町村）

村上市 関川村

派遣人数 51人 30 人
居住者向交付件数
（参考：準半壊以上棟数）

1,231件
（628棟）

292件
（174棟）

〇派遣期間：８／23～９／４（※関川村：～8/31）

計22集落において全棟調査を実施（市：16、村：６）
県被災者生活再建支援システム（モバイルシステム）を活用し
効率的に調査を推進。
調査棟数には、罹災証明書の申請が見込まれない非住家や無被
害等の建物を含んでいる。

県被災者生活再建支援システムを用いて、居住実態を的確に捉
えた罹災証明書を交付
準半壊以上の世帯には概ね交付が完了。

発災からのタイムライン

※ 上記数値は、「チームにいがた」活動終了時点の実績値であり、被災
市・村における調査件数や罹災証明書交付件数の最終実績値とは異なる。

※ 人数は、マネジメント要員を除く。
1617
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（４）業務計画の立案

１ 調査の進め方
○ 被害が多数出ている集落（別紙参照）は、網羅的・効率的に調査を進めるため、地

域内の全棟を調査対象とする。
○ 上記以外の集落は、申請のあった建物について調査を行う。

２ 基本的な調査方法
○ 内閣府発行の調査指針に基づき、外観の損傷及び浸水深による判定を基本とする。
（川の越流等の外力により家屋に一定以上の損傷が発生している場合の調査方法）
○ 固定資産の減免等の支援策の今後の実施を見据え、

非住家も調査対象とする。
３ 調査計画

４ 罹災証明書交付開始時期
８月下旬を目標

５ その他の体制
○業務の運営サポート 県防災局、県内市町村からの応援
○アドバイザー 新潟大学、富山大学、MS&ADインターリスク総研

村上市 関川村
対 象 棟 数
（概算）

住 家 約2500棟
非住家 約2200棟

住 家 約 900棟
非住家 約1000棟

調査期間 ①８月10日（水）
～15日（月）
②８月15日（月）
～20日（土）
③８月20日（土）
～25日（木）

①８月10日（水）
～15日（月）
②８月15日（月）
～20日（土）
③８月20日（土）
～25日（木）

班体制
※ １ 班 当 た り 1
日：20～30件を想
定

①14班・42人
②19班・57人
③14班・42人程度

①４班・12人
②４班・12人

（調査員体制）
・「チームにいがた」応援職員（県内市町村・県職員）
・福島県からの応援※：15人程度（村上市：第２クール）
※：総務省「応急対策職員派遣制度」の利用

総数 住宅 非住宅

村上市 荒川 下鍜冶屋 633 351 282

坂町駅前
前坪団地
坂町
坂町住宅
十文字
藤沢 462 252 210
山口 386 218 168
春木山 179 55 124
花立 75 29 46
貝附 115 62 53
計 3,584 1,947 1,637

神林 小岩内 92 41 51
川部 151 49 102
葛篭山 256 134 122
平林
湯ノ沢
計 951 459 492

市計 4,535 2,406 2,129
関川村 下関 692 353 339

上関 313 145 168
大島 288 123 165
高瀬 93 47 46
湯沢 185 73 112
高田 245 84 161

村計 1,816 825 991

合計 6,351 3,231 3,120

地区 集落名
建物棟数

1,734 980 754

市町村

452 235 217

○ 被災市町村の要望を踏まえながら、現地で被害認定調査の方針を立案する。発災から１
か月で罹災証明書の交付を開始することを目標に、必要な人員・体制の検討を進めた。

被害認定調査方針（県とりまとめ）

17
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（５）業務マネジメント体制の構築

○ マネジメントチームは、被災市町村の担当課と共に、効率かつ正確に調査を行い、迅速
な罹災証明書交付へつなげるため、業務の戦略立案や調査業務の運営（ロジ面）を担当。

○ 先進的・専門的な助言のための研究者がアドバイザーとして、生活再建支援システムの
環境整備・サポートに事業者がシステムチームとして参加。

○ 今回は、複数市町村同時被災に伴い県内で足並みを揃えた対応とするため、県を中心に
被災市町村と調整会議を毎日開催し、互いの進捗共有や課題等の検討を行った。

■マネジメントチーム

※県：災害対策本部（広域応援・受援調整G、生活再建支援班）
※市町村：上記市町村がローテーションで参加。掲載は参加した順番

■研究者（アドバイザー）

■システムチーム

被災市町村（税務課等）
業務方針の意思決定
住民への事前周知・広報（告知端末等）・調整
庁内における応援職員の調整
「チームにいがた」の受入調整
現地本部等の環境整備

新潟県・市町村
業務の企画立案の助言
応援職員派遣調整
業務の進行管理
研修資料やQA集の作成

研究者・システムチーム
業務の企画立案の助言
調査技術の提供
情報資源、システム機器
の提供・サポート

相互連携

18
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村上市 関川村
班長（長岡市）

副班長（新潟市）

調整担当
（県）

アドバイザー
（学識者）

システムチーム
（事業者）

広域応援・受援調整G

生活再建支援班
現地統括（県管理職＋担当）

調査ロジ担当
（上越市他）

調査班リーダー
（A市）

班員（測定）
（B市）

班員（TB）
（新潟県職員）

調査班リーダー
（C市）

班員（測定）
（D市）

班員（TB）
（新潟県職員）

調査班リーダー
（E市）

班員（測定）
（F市）

班員（TB）
（福島県職員）

対口支援リエゾン（福島県）

班長（新潟市）

副班長（長岡市）

調整担当
（県）

アドバイザー
（学識者）

システムチーム
（事業者）

調査ロジ担当
（上越市他）

調査班リーダー
（G市）

班員（測定）
（H町）

班員（TB）
（新潟県職員）

調査班リーダー
（I町）

班員（測定）
（J町）

班員（TB）
（新潟県職員）

調査班リーダー
（K村）

班員（測定）
（L村）

班員（TB）
（新潟県職員）

村上市税務課 関川村住民税務課
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
チ
ー
ム

（６）現地体制図

●業務進捗状況の把握、内閣府との連絡調整
●被災者生活再建支援法の適用
●県単支援制度の企画

●派遣調整 ●ロジ（宿泊）調整 ●現地リエゾン（調査ロジ併任）

●現地業務の統括 ●県災対本部との調整
●市村間の業務方針の調整

対口支援派遣職員の管理

統括調整部
●応援に係る全体方針の設定

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
チ
ー
ム

※被害認定調査の一時点（イメージ）

※TB：タブレット端末操作担当

県庁災害対策本部
新潟市 新発田市 胎内市

（人的支援が不要だった他の被災市町村）

調整会議
●進捗状況の共有
●スケジュールの合意
●疑義案件の共有と協議

1920

資料１（新潟県）



• 災害時に、被災市町村間の情報
共有・業務調整を行い、市町村
の業務の円滑化を図る。

• 被災市町村のニーズを把握・共
有し、「チームにいがた」相互
応援の効果の最大化を図る。

• 平時から、人材確保などの課題
に市町村と県が共同で取り組む
ための協議を行い、市町村のマ
ネジメント能力の向上を図る。

ノウハウある
職員による
人的応援

連携強化

人材確保

知見の体系化

• 災害時の実務マニュ
アルの整備

• 災害対応の全体像や
見通しの把握

ဌ
ச
؞

ન
؞
ਁ

ऩ

಼

੍
ର
भ
ৰ
ਠ

• 実戦的研修・訓練の
企画

• 応援・受援体制の在
り方検討

• 定常的なコミュニ
ケーション

• 市町村×県×学識者
の情報共有

最新の知見に
基づく

技術的助言

被災市町村間の
業務調整



಼





੨

マネジメント
調整会議
を起点に

一体的支援

（平時） （災害時）
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被災県

○ 災害時に市町村の対応がまちまちとなり、罹災証明書の交付時期や判定結果にばらつき
が生じることで被災者の不利益を招くことが懸念。

○ 災害時に被災市町村の対応を調整する場として県・市町村の業務担当課長等を構成員と
するマネジメント調整会議を設置。（R3.7）

参考：「チームにいがた」マネジメント調整会議

「チームにいがた」
マネジメント調整会議の概要

2021
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１ チームにいがた協定（経緯・内容）
－県と市町村一体となった応援体制－

２ 災害対応業務の標準化
－積極的な被災自治体業務への支援とその準備－

３ 活動内容（R4.8月新潟県北部豪雨）
－昨年度の現地での活動報告－

21

以下、参考資料
－業務オペレーション等－
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参考① 被害認定調査オペレーション
08:30-09:00 ミーティング

（前日までの活動を踏まえた）調査の留意事項
等を全体で共有する。

班ごとに本日の調査計画（どのエリアを調査
するか等）を決める。

09:00-16:00 調査実施
（調査班）

班単位で、担当エリアの調査を進める。
調査上の疑問点やトラブル等が生じた場合は、
事務局へ電話等で問い合わせる。

（マネジメントチーム）
調査班へ適宜電話等によりサポートする。調査
班の疑問点はＦＡＱとして取りまとめ共有する。
各班の進捗状況を確認し、全体の進捗状況を整
理し、調査スケジュール等の軌道修正等を行う。
次クールの人員調整等、今後の調査に必要な作
業を進める。

16:00-16:30 調査班帰庁、調査結果の確認
調査票の入力漏れ、エラーチェック

16:30-17:15 ミーティング
調査上の疑義等について全体で共有
班長同士による各エリアの進捗状況の共有と担
当エリアの調整
クール最終日は、次クールとの引継ぎ

◎１日の予定終了後、マネジメントチームは、他の被災市町村と情報共有のための調整会議
2223
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参考② 罹災証明書の交付方針

村上市 関川村

支援期間・体制
※初日は事前研修

①８月22日（月）～25日（木）
②８月25日（木）～28日（日）
③８月28日（日）～31日（水）
④９月３日（土）・４日（木）

①８月22日（月）～25日（木）
②８月25日（木）～28日（日）
③８月28日（日）～31日（水）

発行開始日 ８月23日（火）
※一部地域から順次拡大

８月23日（火）
※集落ごとに受付日を指定

受付時間 ０９：００～１７：００ ０９：００～１６：００
（27日：～17:00）（28日：～15:00）

発行会場 荒川支所、朝日支所※、山北支所※
※：市職員で対応

村民会館

発行形式 対面形式（居住実態、主たる居宅の確認を行いながら発行する）

発行対象 住家（持家・借家）
非住家（貸家・附属屋）
※事業所・自動車・動産は「被災証明」で対応する。

発行枚数 原則１枚（被災者各自によるコピーを認める）

発行ツール 新潟県被災者生活再建支援システム

券面の
基本的
記載事
項

罹災原因 令和４年８月３日からの大雨による

世帯構成員 記載する（居住実態に応じて記載）

追加記載事項 床上浸水／床下浸水
※浸水高は記載しない

○ 罹災証明書の交付方法を検討するに当たっても、両市・村間で交
付開始時期や券面の記載事項など歩調を合わせた交付方針を定めた。

○ 交付業務も「チームにいがた」として他市町村からの応援職員が
担うこととなり、県及び研究者においてシステム操作を含む事前の
研修を実施した。

○ 生活再建支援システムの動作環境としてLGWAN回線が必須なこ
とを考慮し、発行会場には、支所や村民会館を選定した。（平時か
ら交付会場の候補となる場を検討・調整することが重要）

罹災証明書交付方針（県とりまとめ）

村上市交付会場レイアウト

2324
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参考③ 罹災証明書の交付オペレーション

○ 交付初日に申請者が殺到しないよ
う、地域別に交付開始日を設けるこ
ととした。

○ 交付は被災者と対面方式とし、被
災者と被害状況や主たる居宅の位置
などを確認しながら交付した。

○ 特に、判定結果の考え方を丁寧に
説明することで、判定に対し被災者
に納得いただけるよう留意した。

村上市の広報文

24
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参考④ 被災者への相談窓口設置と被災者台帳の作成

よろず相談

り 1 # # 1 相
災 談
① 2 # # 2 ①

3 # # 3
Ｐ ① Ｐ①

4 # # 4

り 5 # # 5 相
災 談
② 6 # # 6 ②

7 # # 7
Ｐ② Ｐ②

8 # # 8

り 9 # # 9 相
災 談
③ # # # # ③

入口 入口 受付（り災） 受付（相談）

WC

階段 WC
階段

入
口

EV

ステージ

パ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン

パーテーション パーテーション

調査班 り災証明書発行職員 休憩場所

り災証明書発行
ブース

相談窓口※
ブース

村

民

待

合

場

所
（
り

災
）

村

民

待

合

場

所
（
相

談
）

（
※

応

急

修

理
、
支

援

金
、
福

祉

関

係
、
そ

の

他

等
）

り災受付係

相談受付係

案内係②

●職員

○ 「チームにいがた」では、「支援を受けるべき被災者を
一人も取り残さない」ことを業務の目標に掲げている。

○ 罹災証明書交付会場に、被災者のための総合相談や支援
手続きを行う会場を併設し、確実に支援に結び付く体制を
構築した。

○ 各種支援の実施には、関係課による被災者台帳の作成・
共有が不可欠となるため、防災担当課が対象課を調整し、
システム操作研修を実施した。

村上市の相談会場

関川村の相談会場

生活再建
相談会場

生活再建相談ブース
罹災証明交付ブース

罹災証明
交付
会場
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令和２年
７月豪雨の
支援報告

熊本市

1

画像引用元）キロクマ！

資料１
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• 熊本県球磨郡湯前町では24時間雨量489.5ミリを記録。

• 熊本県を流れる球磨川水系は、八代市、芦北町、球磨村、人吉市、相良村の

計13箇所氾濫・決壊し、約1,060ヘクタールが浸水。

熊本県内の被害状況

人的被害

死者 65人

行方不明者 2人

物的被害

全壊 1,470棟 床上浸水 1,519棟

半壊 3,023棟 床下浸水 1,144棟

（データ引用元：熊本県災害対策本部会議資料）
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令和２年７月豪雨に伴う県南各地への応援派遣に至る経緯

７月４日未明 県内初の大雨特別警報が発表
同 日 総括支援チーム派遣団体に決定、人吉市長のサポート役として総

括支援チーム第１陣(３人)を派遣。
同 日 消防隊による人名救助活動や上下水道局による応急給水活動を

開始
７月６日 熊本市災害時受援計画に基づく「熊本市応援本部」を設置、

第１回熊本市応援本部会議を開催
７月８日 熊本市が被災市区町村応援職員確保システムにおける人吉市の

対口支援団体に決定。
業務内容：罹災証明関係、住家被害認定調査業務関係、物資関係

相談窓口関係、避難所運営関係、給水補給基地関係
７月９日 第２回熊本市応援本部会議を開催。
７月10日 第３回熊本市応援本部会議を開催。
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熊本市応援本部

【応援本部組織図】

副本部長 物資 文化市民局・経済観光局

行政管理部長 職員派遣 総務局

本部長 職員派遣費用 財政局

政策局長 家屋調査 財政局

副本部長 罹災証明

危機管理防災部長 相談窓口

保健師派遣

健康福祉局

総括支援チーム
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●避難所運営関係 ６０人（９：００～１８：３０）

●物資関係 １５人（８：３０～１７：１５）

●住家被害認定調査業務関係 ２０人（８：３０～１７：１５）

●罹災証明関係 １０人（８：３０～１７：１５）

●災害廃棄物関係 ２０人（８：３０～１７：１５）

●保健指導関係（保健師派遣）２０人（８：３０～１７：１５）

●給水補給基地関係 ２人（８：００～１８：００）

７月８日時点における被災自治体からの派遣要請概要（人吉市）
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熊本市の支援状況
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熊本市からの支援

7

人吉市への人的支援 避難所運営や家屋被害調査等に職員のべ５，０９１人を派遣
（7/4～9/1）

人吉市への物的支援 食糧や水、毛布、簡易トイレ等を支援。
その他、ボランティアバスを派遣。（7/22～9/26の27日間）

芦北町、八代市への人的支援 １９５人を派遣。（7/14～8/14）
下呂市への人的支援 １２人派遣。（ 7/10~7/14 ）

その他 中長期派遣 八代市、芦北町、人吉市へ８名派遣（実人数）
（10/1～3/31）

総社市・西予市・和泉市から熊本市への後方支援（人吉市の避難所支援）
のべ１８３人派遣。（8/2～9/1）
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支援業務 7月 8月 9月～

人
吉
市

総括支援

避難所運営

家屋被害調査

物資関係

罹災証明受付・交付

相談窓口

応急給水

保健師等（DHEAT含む）

廃棄物処理

土砂撤去

仮設住宅建設支援

その他（消防局等）

そ
の
他

芦北町・廃棄物処理

八代市・文化財救出・復旧

下呂市・総括支援 8

7/4~9/1 のべ178人

7/14~9/1 のべ1,185人

7/13~8/24 のべ733人

7/13~7/31 のべ80人

7/13~8/24 のべ330人

7/16~8/28 のべ272人

7/12~7/27 のべ84人

7/4~8/10  のべ321人

7/6~8/10  のべ186人

8/12~8/14   のべ9人

7/4~8/10  のべ1,217人

7/11~10/4 のべ131人

7/15~8/8  のべ432人

8/1~継続中 のべ128人

7/6~8/10   のべ12人
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【令和２年７月豪雨　熊本市応援本部態勢図】 ※消防局98名除く

環境省

健康福祉局

給水車…延べ61台 看護師１人、助産師１人 看護師２人

本市民間ごみ収集車派遣は、7/26まで

　《人吉市　対口支援》　

先遣隊1名は、7月13日～14日

第3陣以降、上記に加え総社市、西予市、泉市

より各3名応援

） からの派遣者数 #REF!

7 月 4 日（

7 月 4 日（ 土

【熊本市】 日本水道協会
九州地方支部

【熊本市】 【熊本市】

上下水道局 病院局 環境局

土 ） からの延べ派遣数

⑦－１【災害廃棄物処理】
事務・公費解体支援

⑦－２　【災害廃棄物処理】
収集・運搬《八代市・人吉市・芦北町・相良村・山江村・球磨村》 《八代市・人吉市・芦北町・相良村・山江村》 《人吉市》　人吉医療センター 《八代市》　八代総合体育館

総務省
公務員部

指定都市市長会
東京事務局

③－１　【給水支援活動】 ③－２　【下水道施設被害状況調査】 ⑤-1【看護業務支援】 ⑤-2【健康管理業務等】

派遣体制 派遣期間 派遣体制 派遣期間 《人吉市・芦北町》 《人吉市・芦北町》他-1　【災害マネジメント】 【熊本市】 派遣体制 派遣期間 派遣体制 派遣期間

派遣体制 派遣期間

派遣者 所長（まちづくりセンター） 本部長（政策局） 小　計 102人 小　計 19人

2人 7/8（水）～7/14（火） 2人 7/16（木）～7/18（土） 派遣体制 派遣期間《岐阜県下呂市》 熊本市応援本部 102人 7/4（土）～ 19人 7/8（水）～7/13（月）

7/15（月）～

2人 主幹（区保護課） 副本部長（危機管理） 資機材運搬 3名（7/8のみ）　 第
１
陣

人吉 1人 7/20（月）～

7/16（木）～7/18（土） 先遣隊 3人 7/10（金）～随時 第
１
陣

人吉

芦北

7/8（水）～7/13（月） 小　計 2人 7/8（水）～7/14（火） 小　計 2人

27人 7/15（月）～8/1（土）

期　間 7/10（金）　～7/15（水） 副本部長（総務局） 被害調査   16名（7/8～） 芦北 2人 7/17（金）～ 小　計 0人 7/15（月）～8/1（土）

業務等
・被災市区町村の長への助言 応援部 第

２
陣

人吉 1人 7/20（月）～

・災害マネジメント総括支援

支援物資供給班 文化市民局・経済観光局

業務内容 担当部署 芦北 2人 7/17（金）～

派遣費用調整班 総務課・財政課
保健福祉局 都市建設局 文化市民局

避難所運営 文化市民局

派遣員調整班 総務課・人事課・労務厚生課 【熊本市】 【熊本市】 【熊本市】

⑧【文化財等の救出・復旧】

《人吉市》

保健師派遣 健康福祉局

家屋調査 税務部

り災証明発行 健康福祉局

相談窓口 健康福祉局 《人吉市》 ＤＨＥＡＴ 《人吉市ほか》 《人吉市》

④-１【被災者健康管理支援】 ④-２【災害時健康管理支援】 ⑥-１【応急仮設住宅業務】 ⑥-２【被害状況調査業務】
土砂搬出

⑥-３【応急修理業務】

派遣体制 派遣期間 派遣体制 派遣期間

第1陣 13人 7/6（月）～7/11（土） 派遣体制 派遣期間 第1陣

派遣体制 派遣期間 《人吉市》 派遣体制 派遣期間 《人吉市》

7/27（月）～ 先遣隊 9人 8/13（木）～8/15（土）

① 【総括支援チーム】 第2陣 12人 7/11（土）～7/16（木） 第1陣 4人

2人 7/11（土）～ 派遣体制 派遣期間 先遣隊 1人

派遣体制 派遣期間 第3陣 12人 7/16（木）～7/21（火） 小　計 4人 7/13（月）～7/19（日） 先遣隊

7/18（土） 小　計 1人 小　計 9人7/13（月）～7/19（日） 小　計 2人 7/11（土）～10/4（日） 先遣隊 8人

3人 7/27（月）

第1陣 首席審議員  （主査、主任） 3人 7/4（土）～7/6（月） 第４陣 10人 7/21（火）～7/26（日） 第1陣 4人 8/1（土）～

第２陣 首席審議員  （主査、参事） 3人 7/6（月）～7/13（月） 第5陣 9人 7/26（日）～7/31（金） 小　計 11人

第3陣 財務部長     （主査、主任） 3人 7/13（月）～7/20（月） 第6陣 5人 7/31（金）～8/5（水）

8/5（水）～8/10（月）

第５陣 課長 　 　　　 （主査、参事） 3人 7/27（月）～8/3（月） 小　計 13人 7/6（月）～8/10（月）

第４陣 課長　　  （主査、主査） 3人 7/20（月）～7/27（月） 第7陣 3人

第７陣 首席審議員　（主査、主査） 3人 8/10（月）～8/17（月） 第2陣以降　保健師6人、管理栄養士2人 《人吉市》

⑥-２【被害状況調査業務】
土砂搬出第６陣 課長　 　 　（主査、主査） 3人 8/3（月）～8/10（月） 第1陣　　　　保健師10人、事務職3人

7/18（土）

小　計 27人 7/4（土）～9/1（火） ④-１【被災者健康管理支援】 先遣隊 3人 7/27（月）

派遣期間

第９陣 審議員　　　　（主任、主任） 3人 8/24（月）～9/1（火） 看護師 1人 8/5（水）～8/10（月） 先遣隊 8人

第８陣 課長　　 　 （主査、主任） 3人 8/17（月）～8/24（月） 　歯科衛生士1人、事務職3人 派遣体制

看護師 1人 7/10（金）～7/12（日）

小　計 1人 7/10（金）～7/12（日）

《人吉第一中学校》 第1陣 4人 8/1（土）～

派遣体制 派遣期間 小　計 11人

②－１　【避難所運営】 ②－２　【支援物資管理】 ②－３　【住家被害認定調査】 ②－４　【罹災証明発行】 ②－５　【給水補給基地】 ②－６　【相談窓口支援】

派遣期間派遣体制 派遣期間 派遣体制 派遣期間 派遣体制 派遣期間

30人 7/14（火）～23（木） 先遣隊 2人

派遣体制 派遣期間 派遣体制 派遣期間 派遣体制

7/16（木）～7/18（土）

第2陣 15人×2班 30人 7/24（金）～8/2（土） 第1陣 4人 7/14（火）～20（月） 第2陣 10人

7/13（月）～7/20（月） 先遣隊 4人 7/12（日）～7/14（火） 先遣隊 3人7/13（月）～14（火） 第1陣 10人 7/13（月）～7/20（月） 先遣隊 3人第1陣 15人×2班

7/15（水）～7/27（月） 先遣隊 2人 7/30（木）～8/2（日）

第3陣 10人×2班 20人 8/2（日）～8/8（土） 第2陣 4人

7/17（金）～7/24（金） 第1陣 10人 7/20（月）～7/26（日） 第2陣 6人

6人 7/31（金）～8/6（木）

第4陣 10人×2班 20人 8/8（土）～8/14（金） 第3陣 4人 7/27（月）～31（金） 第4陣

7/27（月）～8/2（日） 小　計 10人 7/12（日）～7/27（月） 第
１
陣

被相

応修

住相

7/20（月）～27（月） 第3陣 10人 7/20（月）～7/27（月） 第2陣 10人

2人 7/31（金）～8/6（木）

第5陣 10人×2班 20人 8/14（金）～8/20（木） 小　計 14人 7/13（月）～31（金） 第5陣

10人 7/24（金）～7/31（金） 第3陣 10人 8/3（月）～8/9（日） ※7月12日12時 ～　7月14日16時まで

第6陣 10人×2班 20人 8/20（木）～8/26（水） 第6陣 19人 8/3（月）～8/10（月） 第5陣

10人 7/27（月）～8/3（月） 第4陣

4人 8/17（月）～8/24（月） 第
２
陣

被相 6人 8/7（金）～8/13（木）

8/7（金）～8/13（木）

1人 7/31（金）～8/6（木）10人 8/10（月）～8/16（日） 交代で24時間体制

7/13（月）～8/24（月） 応修 2人第7陣 10人×2班 20人 8/26（水）～9/1（火） 第7陣 16人

小　計 160人 7/14（火）～9/1（火） 第8陣 16人

8/10（月）～8/17（月） 小　計 47人

8/17（月）～8/24（金） 住相 1人 8/7（金）～8/13（木）

小　計 101人 7/13（月）～8/24（月） 第
３
陣

被相 6人

住相 1人 8/14（金）～8/20（木）

8/14（金）～8/20（木）

応修 2人 8/14（金）～8/20（木）

応修 2人 8/21（金）～8/28（木）
第
４
陣

被相 6人 8/21（金）～8/28（木）

住相 1人 8/21（金）～8/28（木）

小　計 41人 7/16（木）～8/28（木）
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